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共通編

資料①ー１



内 容

１．令和８年度当初の体制届の提出について

（対象：全サービス）

２．令和８年度以降の指定（更新）申請・変更届の様式について

（対象：全サービス）
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１．令和８年度当初の体制届の提出
    について
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年度当初に必要となる届出

○ 介護給付費及び障害児給付費等算定に係る体制等に関する届出書（体制届）の提出が必要とな
る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、通常、届出が毎月の１５日以
前に提出された場合には翌月から、１６日以降に提出された場合には翌々月から算定を開始する
こととされています。

○ ただし、前年度または前年度末日の実績に応じて基本報酬の算定区分や加算単位数が決まるも
のについては、県が指定する期限までに届出があり、要件等の不備がなく受理可能となれば、
４月１日からの算定を認めることとしています。

○ 前年度の実績が報酬・加算の算定要件とされているものについては、年度当初において必ず自
己点検を行うとともに、その結果、変更が生じる場合は、県が指定する期日までに届け出てくだ
さい。

○ 届出の有無に関わらず、前年度実績に基づいた自己点検結の結果の資料は、運営指導等におい
て必要に応じて提出を求める場合がありますので、適切に保管してください。

提出期限 ： 令和８年４月１５日（水） ※消印有効

提 出 先 ： 事業所所在地が岐阜圏域 → 岐阜地域福祉事務所（OKBふれあい会館内）

事業所所在地が岐阜圏域以外 → 県庁 障害福祉課 事業所指導係

※ 年度当初に自己点検が必要な報酬・加算等については、令和８年３月末の通知を確認
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県ホームページ（指定事業者の皆様へＲ７） https://www.pref.gifu.lg.jp/page/426453.html

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/426453.html


2．令和８年度以降の指定（更新）申請・

    変更届の様式について
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○ 障害福祉サービス等事業者が県に対して行う指定申請等の手続については、これまで県独自

様式を用いて申請等を行っていただきましたが、令和8年4月以降、こども家庭庁長官及び

     厚生労働大臣が定める様式等（標準様式）により行うこととされました。
    

○ これに伴い、令和8年4月1日以降に指定申請（新規）、指定更新申請、変更届を県（障害福祉

課・岐阜地域福祉事務所）へ提出いただく際には、標準様式を用いていただきますよう、よ

ろしくお願いします。(標準様式は、県ホームページに掲載）

なお、指定（更新）申請や変更届に添付する書類に変更はありません。

【国ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/youshiki.html

【県ホームページ（申請・様式集）】

障害者総合支援法関係 ： https://www.pref.gifu.lg.jp/page/578.html 

児童福祉法関係 ： https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8617.html 

  指定更新関係 ： https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8999.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/youshiki.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/578.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8617.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8999.html


留意事項 （対象サービス：居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援）

○ 障害福祉サービス事業のうち、障害児者を対象としている居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所

及び重度障害者等包括支援（児者共通サービス）について、サービスを提供する事業者のうち、障害

児にサービスを提供する（見込む場合も含む。）事業者を自治体が把握できるよう、指定申請する際

の申請事項に「障害児対象事業の該当の有無」と「利用する障害児の推定数」が追加されました。

○ 指定の更新申請（6年ごと）を行う場合や、あらたに障害児を対象とする場合についても、同様に、

「利用する障害児の推定数」を更新申請書や変更届出書に記載してください。

○ 令和8年4月1日以前より障害児にサービスを提供する事業者については、「利用する障害児の推定

数」について新たに変更届を提出していただく必要はありません。
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